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名護市農業委員会 第５回総会 

 

開催日時  平成 30年 1月 29日（月）午前１０時 ～ 

 

開催場所  名護市役所 別館３階会議室（ 第１・第２会議室 ） 

 

出席委員（ 農業委員 ） 

 

 

 

 

 

 

 

欠 席 者   なし 

 

議事録署名人  10番 金城 達文    11番 川上 達也 

 

書 記     名護市農業委員会事務局 係長 比嘉 洋 

 

議 案     第 22号 農地法第３条第１項に基づく許可を要する農地等の 

             買受適格証明願いについて 

第 23号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

第 24号  農地転用事業計画変更承認申請について 

第 25号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第 26号  農用地利用集積計画の意見決定について 

       報  告  農用地利用配分計画案に関する意見について 

 

 

議長（８番） 

 

 

 

 

 

 

委員 

これより総会を進めさせていただきます。本日の議事録署名人は 10番と 11

番の委員を指名しますので、よろしくお願いします。また、書記には、事務

局職員比嘉係長を指名いたします。 

では、これより「第５回名護市農業委員会総会」を始めます。先ほど事務局

から説明があったように、議案第 26 号農用地利用集積計画に関する意見決

定についてと報告の農用地利用配分計画案に関する意見についてから先に

審議を進めていきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

はい。 

１番 岸本 信子 ２番 長山 正敏 ３番 前川 好男 

４番 宮城 政喜 ５番 比嘉 清隆 ６番 具志堅 安盛 

７番 野原 朝行 ８番 名城 政幸 ９番 比嘉 晴 

10番 金城 達文 11番 川上 達也 12番 大城 正信 
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委員 

事務局 

 

 

議長（８番） 

委員 

議長（８番） 

 

議長（８番） 

議案第 26 号農用地利用集積計画の意見決定について、事務局より説明をお

願いします。 

資料の７ページをご覧ください。平成 30 年 1 月 19 日付で、名護市長から

名護市農業委員会会長宛てに、農用地利用集積計画の決定についての依頼が

ありました。利用権設定者は、譲渡人９名。譲受人７名。設定筆数 18 筆、

面積 22,405 ㎡。内 賃借権８筆、所有権移転 10 筆となっています。詳細に

ついては、８ページをご覧ください。 

１番、譲渡人●の●さんから譲受人●の●さんへ、５年間の賃借権で、作物

は水稲です。稼動人員は１人。稼動日数は 250日となっています。 

２番から 11 番、譲渡人●の●さんから、譲受人●の●さんへ、所有権移転

で、作物はサトウキビとマンゴーです。稼動人員は２人。稼動日数は 250

日となっています。 

12 番は、譲渡人●の●さんから譲受人●の●さんへ、５年間の賃借権で、

作物はサトウキビ。稼動人員は２人。稼動日数は 250日となっています。 

13 番で、譲渡人●の●さんから、譲受人の名護市農地利用集積円滑化団体

へ、５年間の賃借権を行っています。そして、 

14 番で、名護市農地利用集積円滑化団体から譲受人の●の●さんへ、５年

間の賃借権で、作物は野菜です。稼動人員は２人。稼動日数は 250日となっ

ています。 

15番から 17番は、譲受人●の●さん、５年間の賃借権で、作物はサトウキ

ビです。稼動人員は２人。稼動日数は 180 日と雇用者が 250 日となってい

ます。 

18番は、譲渡人●の●さんから譲受人 農業生産法人●へ、５年間の賃借権

で、作物は芋となっています。 

以上事務局としましては、いずれも農業経営基盤強化促進法第 18 条第３項

の各要件を充たしていると考えます。 

ただいま、事務局より説明がありました議案第 26 号について質疑はござい

ませんか。 

円滑化団体と中間管理機構では、どのように違うのか。 

要件が合う場合は、まずは中間管理事業の説明を行って、本人たちの意向を

確認しています。今回の場合は、市が遊休ハウスを借受け、修繕を行った上

で貸付を行っているため、円滑化団体を通して、農家へ貸し付けています。 

ほかにございませんか。 

異議なし。 

異議なしとのことでありますので、議案第 26 号農用地利用集積計画の意見

決定については可決といたします。 

次に報告 農用地利用配分計画案に関する意見について、事務局説明をお願
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いします。 

資料の９ページをご覧ください。以前に農地中間管理事業により、沖縄県農

業振興公社が借受けていた農地の転貸先が決まりましたので、ご報告しま

す。整理番号１番 ●● ●番地、面積が 3,098㎡。整理番号２番 ●● ●

番地、面積が 1,707 ㎡。２筆の転貸先は●の●さん。借受期間は、平成 29

年６月１日から平成 34年５月 31日までの５年間。作物はサトウキビとウコ

ンで、規模拡大を図るための賃貸借となっています。 

整理番号３番 ●● ●番地、面積が 1,683 ㎡。転貸先は●の●さん。借受

期間は、平成 29 年２月１日から平成 39 年１月 31 日までの 10 年間。作物

はサトウキビで、規模拡大を図るための賃貸借となっています。 

報告は以上です。 

事務局から報告がありましたが、この件に関して、ご意見等ございますか。 

異議なし。 

異議なし。とのことですので、農地利用配分計画案に関する意見についての

報告は以上とします。 

議案第 22 号農地法第３条第１項に基づく許可を要する農地等の買受適格証

明願いについて、事務局より説明をお願いします。 

資料１ページをご覧ください。●● ●番地、●番地、●番地の３筆。登記

田、現況畑。農振農用地外で３筆合計面積 1,324㎡。この土地の競売に当た

り、●の●さんから買受適格証明願いが出されています。稼動人員１名、稼

動日数は 250日。作物はサトウキビで、規模拡大を行うための申請となって

いますので、下記のとおり、付帯決議を付して、許可相当としたいと考えて

います。 

付帯決議、農地買受適格証明書の交付の決定をした上記の者が、当該農地の

最高価買受申出人となり、農地法第３条の規定による許可申請書を提出した

場合、農業委員会会長が買受適格証明書の交付時と事情が異なっていないと

認めた場合は、許可をしても差し支えないものとする。 

ただいま、事務局より説明がありました。議案第 22 号について質疑はござ

いませんか。 

異議なし。 

異議なしとのことでありますので、議案第 22 号農地法第３条第１項に基づ

く許可を要する農地等の買受適格証明願いについては、付帯決議を踏まえ可

決といたします。 

議案第 23 号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、事務局説

明をお願いします。 

資料２ページをご覧ください。 

整理番号１番 ●● ●番地。農振農用地内で、面積が 6,414 ㎡の内 3,300
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㎡。●の●さん外１名から●の●さんへ。規模拡大のための賃貸借となって

います。従事者２名。稼動日数主 250 日、副 150 日。計画作物は観葉植物

です。 

整理番号２番 ●● ●番地、●番地、●番地、●番地の４筆。農振農用地

内で、４筆合計面積が 3,300㎡。●の●さん外１名から●の●さんへ。規模

拡大を図るための賃貸借となっています。従事者１名。稼動日数 250日。計

画作物はコーヒーです。 

事務局としましては、いずれも農地法第３条第２項の各号には該当しないた

め、許可要件を満たしていると判断し、許可相当と考えます。 

事務局から説明がありました議案第 23号について質疑はございませんか。 

異議なし。 

質疑が無いようなので、議案第 23号 農地法第３条第１項の規定による許可

申請について、可決としてもよろしいでしょうか。 

はい。 

議案第 23号整理番号１番と２番については可決といたします。 

議案第 24 号農地転用許可後の事業計画変更承認申請については、農地法第

５条申請も同時に行っていますで、議案第 25号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請について一括して事務局説明をお願いします。 

説明は資料４ージの５条許可申請にて行います。 

整理番号１番 ●● ●番地、●番地の２筆。農振農用地外で２筆面積が 812

㎡。●の●さんから●の●さんへ。資材置場とするための所有権移転となっ

ています。農地区分は、市街地近接の２種農地で、一団の農地が２ha。市街

地に近い 10ha未満の農地となっていますので、問題ないと考えます。ただ

し、平成元年ごろからすでに資材置場として利用されているため、始末書を

提出させています。また、同申請地は、平成 26 年にすでに５条許可を受け

ていますが、息子さんの●さんへ事業継承するため、変更承認申請も同時に

行っています。 

整理番号２番 ●● ●番地、●番地の２筆。農振農用地外で２筆合計面積

が 500㎡。●の●さんから●の●さんへ。貸資材置き場とするための所有権

移転となっています。農地区分は、支所から 300ｍ以内にある３種農地とな

っていますので、原則許可となっています。 

整理番号３番 ●● ●番地。農振農用地外で面積が 347 ㎡。●の●さんか

ら●の●さんへ。貸資材置き場として活用するための所有権移転となってい

ます。農地区分は、上下水道が埋設されている４m以上の道路に接しており、

500m以内に公共施設が２つ以上ある第３種農地となっていますので、原則

許可となっています。この申請地は、平成 20 年ごろからすでに資材置場と

して利用されているため、始末書を提出させています。 
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整理番号４番 ●● ●番地、●番地の２筆。農振農用地外で、２筆合計面

積が 369㎡。●の●さんから●●へ。公園、運動場とするための所有権移転

となっています。農地区分は、２種農地で、一団の農地が 6.8ha。生産性の

低い 10ha未満の農地となっていますので、問題ないと考えます。なお、同

申請地は、平成 29 年にすでに５条許可を受けていますが、公園敷地を拡大

するため、変更承認申請も同時に行っています。 

整理番号５番 ●● ●番地、●番地、●番地、●番地、●番地、●番地、

●番地、●番地の８筆。農振農用地外で、８筆合計面積が 1,519㎡。●の●

さん外１名から●の●さん外１名へ。宅地造成するための申請となっていま

す。農地区分は、都市計画法上の用途地域が定められた３種農地で、原則許

可となっています。なお、同申請地は、平成 25 年に宅地造成するための道

路として４条許可を受けていますが、その周辺において宅地造成を行うた

め、変更承認申請も同時に行っています。 

事務局から説明がありました議案第24号及び議案第25号について質疑はご

ざいませんか。 

異議なし。 

異議なし。とのことでありますので、議案第 24 号農地転用許可後の事業計

画変更承認申請についての整理番号１番から３番及び、議案第 25 号農地法

第５条第１項の規定による許可申請についての整理番号１番から５番につ

いて、許可相当としてもよろしいでしょうか。 

はい。 

以上で本日の議案はすべて審議を終了しました。これをもちまして、第５回

名護市農業委員会総会を閉会します。 

 

 

 

 

上記については、名護市農業委員会会議規則第 32条第３項の規定により署名押印する。 

 

名護市農業委員会   議長(会長）  名城 政幸   印 

 

署名委員    金城 達文   印 

  

署名委員    川上 達也   印 


